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2021 年７月５日         春日井民商だより               第 1765 号 

毎⽉ 15 ⽇までの会費集⾦
にご協⼒をお願いします。 

会計 ⼭崎孝⻲ 春春日日井井民民商商だだよよりり

 

 

税務署から所得税及び復興特別所得税の予定納税通知が届い

ています。 

 予定納税とは、昨年度の所得税額（予定納税基準額）が 15

万円を超えた場合に、今年度の所得税の一部をあらかじめ納入

する制度で、予定納税基準額を３分の１した金額を２回に分け

て納入します。１期分の納期限は７月末、２期分は 11 月末ま

でです。 

 予定納税額は来年の確定申告で申告書に印字され、予定納税

した分を引いた残りを納税する仕組みです。 

減免申請は７⽉１５⽇（⽊）までに！ 
 今年度の所得税の納付見積額が基準額よりも少なくなる見込

みの人は、７月 15 日までに所轄の税務署に「所得税及び復興

特別所得税の減額申請書」を提出して承認されれば減額するこ

とができます。 

 減額申請せずに納期限を過ぎた場合は、延滞税が課せられる

ことになります。「今年は売上が大きく下がったので予定納税

は無理」という方は、忘れずに申請してください。 

小豆島のそうめん

好評発売中！ 

1.8 ㎏ 2,200 円 

 

 
  
  

 社会保険に加⼊している各事業所に、算定基礎 
届が年⾦事務所から届いています。 

社会保険料は、源泉所得税や雇⽤保険料と異な
り、保険料が毎⽉の給与額の変動に応じて変動せ
ず、４〜６⽉に⽀払った給与の総⽀給額の平均額
をもとに算出された標準報酬⽉額に基づいた保
険料を１年間⽀払うことになっています。算定基
礎届は、この標準報酬⽉額を算定するために１年
に１回提出する届出書のことです。 

提出締切は 7 ⽉ 12 ⽇(⽉)です。書き⽅のわか
らない⽅は事務所までご相談ください。 

源泉所得税の中間納付
納期限は 7 月 12 日（月）です。

1 日でも遅れると不納付加算税

が発生する場合があります。 

忘れずに納付しましょう。 
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6/1〜6/20 実施分の休業協⼒⾦
の申請が 7/5 からはじまります 
 「緊急事態宣言」に伴う飲食店の休業協力金(6/1～

6/20 実施分)の申請受付が 7 月 5 日(月)から開始され

ます。6月 29日時点で 6/1～6/20 実施分の協力金の

申請様式は発表されていませんが、現在受付中の協力

金(4/20～5/31 実施分)と同様、確定申告書の写しと

売上高の記載が必要となります。ただし、売上高に応

じた交付額の下限額で申請する場合は、売上台帳の提

出を省略できます。詳しい情報が入り次第随時掲載し

ます。 


